
 

公益財団法人さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金 

交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、中小企業等事業再構築促進事業（以下「事業再構築補助金」と 

いう。）の申請に要する経費に対して、公益財団法人さいたま市産業創造財団事業  

再構築補助金再構築支援補助金（以下「再構築支援補助金」という。）を交付し、 

事業再構築補助金を申請しようとする者を支援することで、市内中小企業者の生産 

性の向上を図ることを目的とする。 

（対象事業者） 

第２条 再構築支援補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する

者とする。 

⑴  法人にあっては、令和４年４月１日及び再構築支援補助金交付申請日時点に

おいて市内に本店等の所在地を置くこととする登記をしていること。 

⑵  個人にあっては、令和４年４月１日及び再構築支援補助金交付申請日時点に

おいて住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定による市の住民基本

台帳の記録の届出をしており、かつ、市内に事業所を有していること。 

⑶  事業再構築補助金の補助対象者であること。 

⑷ 事業再構築補助金の申請者であること。 

⑸  市税を滞納していないこと。 

⑹  過去に同一事業において再構築支援補助金の交付をうけていないこと。 

⑺  申請者と支援者が同一対象でないこと。ただし、法人の場合にあっては、支

援者が申請する法人に属さないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、再構築支援補助金の交付の対象とし

ない。 

⑴  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。次号において「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。） 

⑵  暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶  暴力団員でなくなってから５年を経過していない者 



 

⑷  暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成

員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行

うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又

は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に

協力している企業をいう。） 

⑸  総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不

法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

⑹  社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうし

て、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安

全に脅威を与える者をいう。） 

⑺ 第１号から前号までに掲げる者に準ずる者 

（補助対象） 

第３条 再構築支援補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とう。）

は、中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２６条第２項の認定経営

革新等支援機関（以下「支援機関」という。）が行う、事業再構築補助金の申請支

援業務に係る経費とする。ただし、事業計画の策定を含まない業務は、交付の対象

としない。 

２ 再構築支援補助金の交付対象は、再構築支援補助金の公募開始以降に支援機関の

有償支援を受けるものであって、再構築支援補助金の公募開始以降、令和５年２月

までに事業再構築補助金の申請を行うものとする。 

（支援補助金の額） 

第４条 再構築支援補助金の額は、次の各号の事業再構築補助金の申請枠に応じ、当

該各号に掲げる額とする。 

⑴  通常枠／最低賃金枠／回復・再生応援枠／大規模賃金引上枠 上限５０万円 

⑵  グリーン成長枠／原油価格・物価高騰等緊急対策枠  上限７５万円 

２ 前項で規定する再構築支援補助金の額は、次に掲げる計算式により得た額とし、

その額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

⑴  認定経営革新等支援機関に支払う額×１／２ 

⑵  認定経営革新等支援機関に支払う額×２／３ 



 

（交付申請） 

第５条 再構築支援補助金を受けようとする者は、理事長が別に定める日までに、さ

いたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金交付申請書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて、理事長に申請するものとする。 

⑴  法人にあっては市内に本店の登記をしていることを証する書類 

⑵  個人にあっては市の住民基本台帳の記録の届出をしていることを証する書類

及び市内に事業所を有することを証する書類 

⑶  市税が納付されていることを証する書類 

⑷  その他理事長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 理事長は、前条の申請があったときは、その内容を審査したうえで、補助金

の交付の可否を決定し、さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助

金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請をした者に通知するものとす

る。 

２ 理事長は、前条の申請を行った時期の早い者から順に、別に定める金額に達する

まで、交付の決定を行うものとする。 

（実績報告） 

第７条 交付対象事業者は、理事長が別に定める日までに、さいたま市産業創造財団

事業再構築補助金再構築支援補助金実績報告書（様式第３号）により理事長に提出

しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。 

 ただし事業再構築補助金に申請を行わなかった場合はこの限りではない。 

⑴  事業再構築補助金を申請したことがわかる書類(電子申請のハードコピー等） 

⑵ 事業計画書 

⑶  支援機関と取り交わした補助対象経費に係る契約書等 

⑷ 支援機関に対して補助対象経費が支払われたことを証する書類 

⑸ 事業再構築補助金の申請類型がわかる書類（電子申請のハードコピー等） 

（交付額の確定） 



 

第８条 理事長は、前条第１項の報告書の提出があったときは、当該報告書の内容の

審査をし、当該報告の内容が適当であると認めた場合は、支援補助金の交付額を確

定し、さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金交付額確定通知

書（様式第４号）により、交付対象事業者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた交付対象事業者は、さいたま市産業創造財団

事業再構築補助金再構築支援補助金交付請求書（様式第５号）により、理事長に再

構築支援補助金の交付を請求するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに再構築支援補助金を

交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 理事長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて当該取消しに係る部分の再構築支援

補助金の返還を命じることができる。 

⑴  虚偽の申請その他不正行為により、再構築支援補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 法令違反又は社会的信用を著しく損なう行為をしたとき。 

⑶ 市税を滞納したとき。 

（調査等） 

第１１条 理事長は、再構築支援補助金の交付を行った日から５年を経過するまでの

間、交付対象事業者に対して調査を行い、又は報告を求めることができる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月２７日から施行する。 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

（宛先）理事長 

法人名又は 
商号名称 

 

代表者氏名                   印 

所在地 
又は住所 

 

担当者名  電話番号  

 

さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金交付申請書 
 
 

公益財団法人さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金の交付を受けたいので、次の
とおり申請します。 
 

申請する事業再構築補助
金の申請類型 

（該当するものに○） 

通常枠 最低賃金枠 回復･再生応援枠 大規模賃金引上枠 

グリーン成長枠 原油価格･物価高騰等緊急対策枠 

国の事業再構築補助金の
申請予定額 

       円 

支援を受ける認定経営革
新等支援機関の名称 

 

①認定経営革新等支援機
関との契約（予定）金額

（税抜） 
        円 

②再構築支援補助金の 
交付申請額 

             円 

グリーン成長枠及び原油価
格･物価高騰等緊急対策枠は
①の 2/3 それ以外は①の
1/2 を乗じた額 

（注）次の書類（写し可）を必ず添付してください。 
⑴ 法人の場合 
・ 履歴事項全部証明書 
・ 法人市民税の納税証明書 

⑵ 個人の場合 
・ 住民票の写し 
・ 市内に事業所を有することを証する書類 
・ 個人市民税の納税証明書の写し 



 

様式第２号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

         様 

理事長        印 

さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金交付決定通知書 

    年  月  日付けで申請のありました、公益財団法人さいたま市産業創造財団事業再構築補

助金再構築支援補助金について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

交付決定 交 付・不交付 

認定経営革新等支援機

関との契約(予定)金額 
 

交付決定額          円 

不交付の場合の理由  

※交付決定額は、以下の計算式によって算出された額から千円未満の端数を切り捨てた額となります。 

（国の補助対象経費－国の補助額－その他の補助金等）×補助率（1/2 又は 2/3） 

 

【連絡先】 

（公財）さいたま市産業創造財団 事業企画課 

電 話 ０４８（８５１）６６５２ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８（８５１）６６５３ 

メ ー ル 
アドレス saikouchiku@sozo-saitama.or.jp 

 

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

（宛先）理事長 

法人名又は 

商号名称 

 

代表者氏名                     印 

所在地 

又は住所 

 

担当者名 
 

電話番号 
 

さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金実績報告書 

公益財団法人さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金について次のとおり報告しま

す。 

 

国の補助金の 

申請日 
年   月  日 □未申請 

交付決定を受けた 

再構築支援補助金の額 

       円 

※国の補助金に申請しなった場合は未申請にチェックをつけてご提出ください 
 

（注）次の書類（写し可）を必ず添付してください。 

⑴ 事業再構築補助金を申請したことがわかる書類（電子申請のハードコピー等） 

⑵  事業計画書の写し 

⑶ 補助対象経費に係る認定経営革新等支援機関との契約書等写し 

⑷ 補助対象経費が支払われたことを証する領収書等の写し 

⑸ 事業再構築補助金の申請類型がわかる書類（電子申請のハードコピー等） 

  



 

様式第４号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

         様 

理事長         印 

さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金交付額確定通知書 

    年  月  日付けで交付決定等を行いました、公益財団法人さいたま市産業創造財団事業再

構築補助金再構築支援補助金について、次のとおり交付額を確定しましたので通知します。 

 

確定した再構築支援補助金の額          円 

交付額を減額し、又は不交付と

した場合の理由 
 

 

【連絡先】 

（公財）さいたま市産業創造財団 事業企画課 

電 話 ０４８（８５１）６６５２ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８（８５１）６６５３ 

メ ー ル 
アドレス saikouchiku@sozo-saitama.or.jp 



 

様式第５号（第９条関係） 

年  月  日 

（宛先）理事長 

法人名又は 

商号名称 

 

代表者氏名 
                     印 

※法人の場合には記名に代表社印を押印してください。 

 個人の場合には、代表者の署名又は記名・押印してください。 

所在地 

又は住所 

 

担当者名 
 

電話番号 
 

さいたま市産業創造財団事業再構築補助金再構築支援補助金交付請求書 

    

 年  月  日付け第  号で交付額の確定を受けた公益財団法人さいたま市産業創造財団事業再構

築補助金再構築支援補助金について、次のとおり請求します。 

 

１ 再構築支援補助金の交付確定額 

          円 

２ 支援補助金の振込先口座情報 

ゆうちょ銀行 

通帳記号  通帳番号 

１    ０ －         

その他の 

金融機関 

金融機関名 支店名 

  

預金種目 口座番号 

普通・当座        

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

（注）次の書類を必ず添付してください。 

(1)振込先口座のわかる通帳の写し 

 


